
令和６年度任用  勝浦町会計年度任用職員登録者募集案内 

（教育委員会：３月追加募集） 

 

１ 募集受付期間 

  令和６年３月２７日（水）～令和６年４月３日（水） 

（1） 申し込みは、「持参」又は「郵送」により行ってください。 

（2） 「郵送」による申込は、令和６年４月３日必着。 

  （3） 募集受付期間経過後の申込みは、一切受け付けいたしませんので十分注意して

ください。 

 

２ 選考資格 

  次のいずれかに該当する方は、選考を受けることができません。 

  地方公務員法第１６条各号のいずれかに該当する者 

   ①禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

   ②勝浦町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

   ③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３ 募集職種、職務の内容及び募集人員等 

  別紙「勝浦町会計年度任用職員登録者募集一覧表（教育委員会：３月追加募集）」を参

照 

 

４ 選考の日時、選考場及び選考方法 

  ①選考日時 令和６年３月下旬から 

  ②選考場所 勝浦町役場ほか 

  ③選考方法 書類選考及び面接 

   ※選考案内通知時に、日時、選考会場をお知らせします。 

   

５ 応募手続 

(１)申込用紙 

   ①直接取りにくる場合 

受付期間内の執務日の午前８時３０分から午後５時までに勝浦町役場総務防災課

でお受け取りください。  

      ②勝浦町ホームページからダウンロードする場合 

 勝浦町ホームページ( http://www.town.katsuura.lg.jp/)の「採用情報・募集」 

からダウンロードしてください。 

    

http://www.town.katsuura.lg.jp/


 

(２)受験申込先 

    ①直接持参する場合は、勝浦町役場総務防災課まで提出してください。 

   ②郵便による申込みの場合は、封筒の表に「会計年度任用職員登録申込」と朱書き 

し、「一般書留郵便」により下記申込先までお送りください。 

    【申込先】〒771-4395 徳島県勝浦郡勝浦町大字久国字久保田３番地 

         勝浦町役場総務防災課宛 

 

(３)受付期間 

①直接持参する場合は、受付期間内の執務日（月曜日から金曜日）の午前８時３０

分から午後５時までに提出してください。 

②郵便による申込みの場合は、令和６年４月３日必着。 

 

(４)提出書類 

   勝浦町会計年度任用職員登録申込書（令和６年度登録）１部 

※資格を要する職種の場合は免許証の写し 

 

(５)選考案内  

   ①申込書を提出後に選考案内を連絡します。令和６年４月３日までに連絡がない場合

は、勝浦町役場総務防災課（℡0885-42-2511）へ連絡してください。 

    

(６)その他  

   ①身体に障害があるなど、配慮を必要とする場合は、勝浦町役場総務防災課に申し出

てください。 

    ②提出資料の返却はいたしません。また、選考及び任用に際して取得した個人情報

は、勝浦町個人情報保護条例に基づき適正に管理し、選考及び任用に関する事務以

外の目的で使用されることはありません。 

 

６ 選考結果の発表 

   任用登録申込による選考後、任用候補者を令和６年４月上旬に勝浦町の指定する掲

示板及び勝浦町ホームページに掲載するとともに、結果の合否に関わらず全員に文書

で通知します。 

   合格者は会計年度任用職員候補者名簿（以下「候補者名簿」という。）に登録され

ます。登録者の中から、本人の希望及び業務内容等を勘案し、条件に合う方に就労確

認を行い任用となります。（就労確認の連絡は、４月上旬以降に順次行います。連絡

が任用の数日前となる場合もありますが、御了承ください。）  

   候補者名簿登録の有効期間は、登録日から令和７年３月３１日までです。候補者名

簿に登録された方が多数となった場合には、任用されない場合もありますのでご注意

ください。（連絡のない方は、任用されないことになりますが、後日に欠員が出た場

合などに就労可能の連絡をする場合があります。） 



    

７ 任用 

  （１）任用の開始日  

     選考により採用される方の任用は、令和６年４月以降となります。 

  

  （２）条件付採用   

地方公務員法の規定に基づき、採用時はすべて条件付のものとし、採用後１カ月

を良好な成績で勤務した場合に会計年度任用職員として正式採用となります。 

   

（３）各種手当、休暇等 

   ①各種手当 

     条件を満たす場合は、初任給調整手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直 

手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当やこれらに相当する報酬や

期末手当・勤勉手当等が支給されます。    

②休暇 

     任用期間や勤務日数等に応じて年次休暇を付与されるほか、夏季休暇、忌引 

休暇などの特別休暇があります。※勤務条件によって付与や日数は異なりま

す。  

 

（４）社会保険  

    厚生年金保険法及び雇用保険法の適用があります（勤務時間による）。連続する 

通算任期が、１年を超えた場合は、徳島県市町村職員共済組合の加入となりま 

す。 

 

（５）公務災害    

   徳島県市町村総合事務組合が定める市町村の非常勤職員の公務災害補償制度又 

は労働者災害補償保険のいずれかが適用されます。（連続する通算任期が、１年を 

超えた場合は、地方公務員災害補償法に基づく制度が適用されます。） 

 

（６）服務 

   地方公務員法に規定する服務の各規定が適用されます。（服務の宣誓、法令等及 

び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務 

に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止）  

 

（７）再度の任用  

    一会計年度終了後、地方公務員法に定める平等取扱いの原則及び成績主義に基づ 

き、人事評価結果等により、公募によらず再度任用される場合があります。 

 

  (８) その他 

    健康診断（勤務時間による）、人事評価あり 



 

【募集に関する問い合わせ】 

〒771-4395 

徳島県勝浦郡勝浦町大字久国字久保田 3番地 勝浦町役場 総務防災課 

電話０８８５－４２－２５１１（代表） 

IP電話０５０－３４３８－７１４８ 


